
親
族
以
外
へ
継
承

す
る
し
か
な
い
な
あ

他の農業法人の
グループ法人となって継承

夫婦と従業員５名で株式会社Ａを経営。
親の代から続く黒毛和牛を中心とした肉用牛の一貫経営。共進会で
賞を取るなど肉牛の品質の高さは地域でも指折りの生産者。
一人娘は農業に縁がない会社員に嫁いでおり、Ａ社を継ぐ意思がな
いため、50代後半である夫婦は親族以外への継承を意識。

継承前の状況

　グループ会社における役員兼務につ
いて、子会社に関して一定の要件（親会
社が農地所有適格法人かつ認定農業
者、子会社が農地所有適格法人、兼務
する役員（親会社で年間150日以上農
業に従事している株主）が子会社の行う
農業に年間30日以上従事）を満たした
場合には特例もあります。　
（注）この特例は令和元年11月1日に
　　施行される予定。

A社の目に見える資産と目に見えない資産（生産技術や飼養管理のノウハウなど）を整理し、一覧表を作成するなど
の継承する資産の見える化を実施。
普及指導センター、市町村、顧問税理士と検討チームをつくり、他社へ株式を譲渡をする際の価格算定に取り組む。
地域内の複数の肉用牛経営者へ継承について打診を開始。

継承プロセス

①準備段階

Ａ社を引き継ぐ意向のある肉用牛経営者数名との面談を実施。その
結果、同業の株式会社Ｂに引き継ぐことで合意。
株式の譲渡価格については、数回の話合いにより同意。品質の高い
生産をしていることをよく承知している肉用牛経営者であり、話し合い
はスムーズに進行。Ａ社はＢ社の子会社とし、Ｂ社の経営者が
Ａ社の役員を兼任することとした。
株式の譲渡、生産ノウハウ、経営権の継承などについて、経
営継承計画を策定。

②経営継承計画の策定

Ａ社は第三者割当増資を行い、Ｂ社に普通株式を、アグリビジネス投資育成株式会社に無議決権配当優先
株式を、割り当て。また、Ａ社の経営者が所有する株式の過半を増資で得た資金で自己株式として取得。その後、
自己株式を数回に分けてＢ社に譲渡。
Ａ社の経営者に引退後のメリットを付与するため、引退する際に退職金とともに、所有していた残りのＡ社の株
式とＢ社の無議決権配当優先株式を交換。

③経営継承の実行

Ｂ社は、Ａ社の生産ノウハウを自らの農場にも取り入れ、グループ
企業全体として質の高い肉牛を多く生産できるようになったことから、販路
や取引先が増えて売上が増加。
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活用できる支援策

人・農地プランとは

人・農地プランの実質化の取組に積極的にご参加ください

人・農地プランの実質化

STEP
01

＜人・農地プランの策定プロセス＞

　農業者が話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすこと
が見込まれる農業者（「中心経営体」といいます。）、地域農業の将来の在り方などを
明確にし、市町村が公表するものです。

地域の農業者の年代分布や後継者の有無など地域の状況が
わかるようにアンケートを実施。

＜後継者がいる方＞
地域農業の将来像を話し合って頂く中で、地域の農地のうちどの程度を引き受けるかなどを想定し、
ご自身の経営継承計画等に反映してください。
＜後継者がいない方＞
話合いを通じ地域の農地利用を担う人が明確になります。ご自身の農地をその方々に引き継げるの
か、外部の担い手に依頼するのか等も話し合えます。

地域の声を聞く

STEP
02

地域のアンケート等で把握した状況などを地図に落とし込んで
話合いに活用。

地域の状況を地図化する

STEP
03

話合いは市町村や農業委員等がコーディネーター役を務め、原
則として集落の範囲で実施。
集落の寄合いなど既にある話合いの場も活用。

５～10年後の将来、地域
の農地を誰に担ってもらう
のかを話し合う

STEP
04

原則として集落ごとに、５～10年後に農地利用を担う人を中心
経営体として定める。

話合いの結果をまとめる

人・農地プランの実質化による地域の話合いの再活性化CASE04

令和元年度から２年間で集中的に、
地域の未来の設計図である「人・農地プラン」の実質化を次のように進めます。

詳細はコチラへ→
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会
社
の
未
来
を
つ
な
ぐ

「農業経営に使える税制・融資・補助金について」農林水産省
「農業者の皆さん 後継者はもう決まっていますか」農林水産省

会
社
名

現
経
営
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
齢

将
来
の
数
値
目
標
：
現
状
→（
　
）年
後
→（
　
）年
後

　
　
　
売
 上
 高
：
 

　
　
　
経
常
利
益
：

経
営
継
承
計
画
シ
ー
ト

経
営
の
方
向
性
と
継
承
方
向
の
確
認

計
画
1

項
目

現
在

１
年
目
　
　
　
　
　年
目
　
　
　
年
目
　　
　
　
年
目
　
　
　
年
目
　
　
　　
年
目
　
　
　
年
目
　　
　
　
年
目
　
　
　
年
目
　
　
　
　年
目

事業計画現経営者後継者

後継者教育持株（％）

関係者

年
齢

役
職

資
産
の
継
承

持
株（
％
）

役
職社
外

社
内
所
属

や
業
務

内
容
な
ど

周
知
予
定

理
解
状
況

持
株（
％
）

歳
歳

歳
歳

歳
歳

歳
歳

歳
歳

歳

年
齢

歳
歳

歳
歳

歳
歳

歳
歳

歳
歳

歳

売
上
高

経
常
利
益

社
内
イ
ベ
ント

そ
の
他

事
業
の
方
向
性（
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
）：

計
画
2

後
継
者（
年
齢
）：（
　
　
歳
）　

関
係：後

継
者
の
同
意
は

得
て
い
ま
す
か
？

後
継
者
の
育
成

計
画
3

自
社
の
現
状
の
確
認

有
形
経
営
資
産

無
形
経
営
資
産

後
継
者
の
選
定

計
画
7

関
係
者
へ
の
周
知

親
族

従
業
員

取
引
先

金
融
機
関

そ
の
他

計
画
5

左
記
に
意
志
決
定
や
事
業
拡
大
の
た

め
の
部
門
の
設
立
な
どを
記
入
し
ま
す
。

会
社
の
組
織
づ
く
り

計
画
6
株
式
の
分
配

資
産
の
継
承
　
　
　
　
　
所
有
者
リ
ス
ト

具
体
的
な
対
策

現
在

（
　
　
）年
後

％％％％％％％％％％

目
標（
　
　
）年
後

％％％％％

経
営
理
念

権
 限

計
画
4

株
式
会
社
 農
業
経
営
継
承

（
農
地
所
有
適
格
法
人
、作
目
 野
菜
）

農
業
 太
郎

55

＜
法
人
所
有
＞

・
現
金
 3500万

円
・
借
入
金
 1億
円

・
生
命
保
険
 1000万

円
・
施
設（
集
荷
場
、加
工
場
、直
売
所：賃

貸
）

・
農
地
 10ha（

所
有
 2ha、賃

貸
8ha）

・
車
両
 2台
、機
械
 3台
 3000万

円

＜
個
人
所
有
＞

・自
社
株
式
 1800万

円（
60％

）
・
農
地
 4ha

自
然
に
感
謝
し
、地
域
に
貢
献
す
る
。

代
表
権
、経
営
権

・
生
産
技
術

・
顧
客：30先

・
地
域
の
信
頼（
市
内
商
工
会
メ
ン
バ
ー
、市
農
業
委
員
な
ど
）

・
契
約：農

地
賃
貸
契
約
、直
売
所
の
賃
貸
契
約
、

　
　
　銀
行
か
ら
の
借
入
れ
契
約

利
益
向
上
、販
路
の
拡
大

5
10

3億
　
　
　
4億
　
　
　
5億

3000万
　
4000万

　　
5500万

35

継
承
 次
郎

従
業
員
(入
社
12年

目
)

社
内：
年
間
作
業
工
程
管
理
、資
材
・
機
械
・

設
備
運
用
管
理
、社
員
と
の
関
係
、国

内
販
売
に
お
け
る
営
業
、販
売
員
の

選
定
、経
理
、労
務
、社
会
保
障
関
係

の
知
識
習
得

社
外：

地
域
内
で
の
交
流
(地
権
者
、地
区
団

体
）、行

政
・
農
業
内
外
団
体
へ
の
参

加
、日
本
農
業
法
人
協
会
へ
の
加
入

に
よ
る
県
内
外
の
農
業
法
人
と
の
交

流
な
ど

生
産
部
長
とし
て
葉
物
野
菜
の
エ
キ
ス
パ
ート
に
な
り
、

営
業
活
動
を
開
始
。取
引
先
訪
問
や
各
イ
ベ
ント
で
社

長
に
随
行
し
な
が
ら
社
交
経
験
を
積
み
、社
外
へ
の
対

応
経
験
を
重
ね
、最
終
的
に
社
長
とし
て
就
任
さ
せ
る
。

親
族
20%

後
継
者

20%
現
経
営
者

60%

親
族
20

現
経
営
者
60

後
継
者
20

5後
継
者

40%

現
経
営
者

60%

現
経
営
者
60

後
継
者
40

10

後
継
者

60%

現
経
営
者

40%

現
経
営
者
40

後
継
者
60

・
後
継
者
と
と
も
に
、株
の
買
取
資
金
の
準

備
に
つ
い
て
、金
融
機
関
へ
相
談
を
行
う
。

・
親
族
か
ら
株
式
を
買
い
取
る
必
要
が
あ
る

た
め
、早
期
に
後
継
者
と
親
族
と
話
し
合
う

機
会
を
設
け
る
。

・
株
式
の
買
い
取
り
価
格
を
調
べ
る
。

妻
、息
子
2人
、弟

→
家
族
会
議
で
報
告（
1年
目
）

社
内
会
議
で
報
告

→
5
年
目
、後
継
者
の
副
社
長
就
任

同
時
に
社
内
で
の
各
部
署
の
重
要
ポ

ジ
シ
ョ
ン
に
つ
か
せ
、実
績
を
積
ま
せ
る

加
工
会
社
・
小
売
・
外
食

→
営
業
な
ど
へ
の
随
時
同
行
で
紹
介

5年
目
に

取
引
金
融
機
関
幹
部
へ
の
挨
拶

地
域
・
同
業
者

→
催
事
な
ど
で
随
時
紹
介

　
3億
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4億
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5億

3000万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4000万

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5500万

2　
　
　
3　
　
　
4　
　
　
5　
　
　
6　
　
　
7　
　
　
8　
　
　9　

　
　10

●
経
営
戦
略
会
議
設
立

　
　
　
　●
生
産
管
理
部
設
立
　
　
　
　
　
　
●
加
工
研
究
会
設
立

　
　
　
　●
直
売
所
拡
大

代
表
取
締
役
社
長
→

55　
　
56　

　
57　

　
58　

　
59　

　
60　

　
61　

　
62　

　
63　

　
64　

　
65

代
表
取
締
役
社
長
→

取
締
役
会
長

●
農
地
の
賃
貸
契
約
の
結
び
直
し

　
　
　
　
　
　
　
　
●
金
融
機
関
へ
相
談

60％
59.5％

→
 59％

→
 58.5％

→
 58％

→
 40％

35　
　
36　

　
37　

　
38　

　
39　

　
40　

　
41　

　
42　

　
43　

　
44　

　
45

生
産
部
長
→

取
締
役
→

副
社
長
→

代
表
取
締
役
社
長
→

●
経
理・労

務・社
会
保
障
関
係
の
知
識
習
得

　
　
　
　
●
経
営
戦
略
会
議・取

締
役
会
参
加

　
　
　
　
●
各
部
署
の
責
任
者
ポ
スト
を
経
験

●
諸
会
合
へ
の
参
加（
代
行
）

　
　
　
　
　
●
専
門
機
関
で
の
経
営
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講

　
　
　
　
　
●
専
門
商
社
で
の
短
期
イ
ン
タ
ー
ン

●
取
締
役
会
の
仕
切
り

●
経
営
判
断
の
補
佐

20％
40％

→
 40.5％

→
 41％

→
 41.5％

→
 60％

●
親
族
か
ら
の
買
取

　
　
　
　
　
　
●
現
経
営
者
か
ら
の
贈
与
・
買
取

家
族
会
議

催
事
同
行
開
始

営
業
同
行
開
始

金
融
機
関
へ
の
挨
拶

社
内
会
議
・
従
業
員
等
へ
の
報
告

弟
20％

→
0％

詳細はコチラ→




